
監 査 公 表

◆ 平成２８年公表第１３号

     

【監 査 種 別 】 工 事 監 査

〔監査対象工事〕

① 市街地再開発事業（仮称）久留米市総合都市プラ

ザ （ ８ 番街区）新築工事、同新築機械設備工事、

同 新 築 電気設備工事、同新築舞台照明設備工事、

同 新 築 舞台機構設備工事及び同新築舞台音響設備

工事

② （仮称）久留米市総合都市プラザ（９番街区）新

築 工 事 、同新築機械設備工事、同新築電気設備工

事

久 留 米 市監査委員

                  



                   

公 表 第 １３ 号

地方自治法第１９９条第２項及び第４項に基づく財務監査及び事務監査の一環として

工事監査を実施したので、同条第９項の規定により、その結果を公表します。

平成２８年８月２４日

                 久留米市監査委員  田 中 俊 博

                 久留米市監査委員  塙 秀 二

                 久留米市監査委員  原 口 和 人

                 久留米市監査委員  藤 林 詠 子



久留米シティプラザ工事監査報告 目次

第１ 監査の実施内容·····························································································································································１

１ 実施根拠···········································································································································································１

２ 監査の対象·····································································································································································１

３ 実施方法···········································································································································································１

４ 監査実施期間································································································································································１

第２ 監査対象工事の概要 ················································································································································２

第３ 監査の着眼点 ································································································································································４

１ 「久留米市工事監査実施要領」に基づく着眼点 ················································································４

２ 関係法令等に基づく着眼点 ································································································································５

第４ 監査の結果 ·····································································································································································５

添 付 資 料

工事技術調査報告書

〔報告者〕公益社団法人日本技術士会 社会委員会 工事監査支援登録会員  

技術士（建設部門）  園部 隆夫

技術士（衛生工学部門／総合技術監理部門）  成田 登



1

「久留米シティプラザ」工事監査報告

第１ 監査の実施内容

１ 実施根拠

地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定による財務監査及び事務監査の一環として、

「久留米市工事監査実施要領（平成１６年４月１日制定）」に基づき実施した。なお、対象と

する２つの街区のうち１街区については、事業主体である「六ツ門８番街地区市街地再開発

組合」から市が工事に関する事務を受託している。

２ 監査の対象

監査の対象工事として、次の①及び②の工事を選定した。

① 市街地再開発事業（仮称）久留米市総合都市プラザ（８番街区）新築工事、同新築

機械設備工事、同新築電気設備工事、同新築舞台照明設備工事、同新築舞台機構設

備工事及び同新築舞台音響設備工事

② （仮称）久留米市総合都市プラザ（９番街区）新築工事、同新築機械設備工事、同

新築電気設備工事

（注）「久留米市総合都市プラザ」は、「久留米シティプラザ」の工事発注時の仮称である。

なお、監査対象部局は、市民文化部及び総務部である。

３ 実 施 方 法

工事関係書類の審査、工事担当職員及び工事関係者からの聴き取り調査及び現地調査の

方法により監査を行った。工事技術面については、公益社団法人日本技術士会（担当：園

部 隆夫 技術士及び成田 登 技術士）の講評及び意見を基礎としている。

４ 監査実施期間

平成２８年２月２２日（月）から同年６月３０日（木）まで

（上記の期間中、平成２８年４月１３日（水）に、書類審査、ヒアリング及び現地調

査を実施した。）
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第２ 監査対象工事の概要

監査対象工事の概要については、以下のとおりである。なお、記載内容は書類審査等を実

施した時点のものである。

１ 事業の概要

久留米市の文化芸術振興の拠点として、多くの市民に利用されてきた久留米市民会館

が、建設後４０数年を経過し、建物の老朽化や施設機能の不足など多くの問題を抱える

に至ったため、市民会館に替わる新しい施設の整備が長年の課題となっていた。

それとあわせ、百貨店の撤退等、街の空洞化が進む中心市街地において、文化芸術振

興の拠点機能やコンベンション等の広域交流促進の拠点機能を併せ持つ賑わい創出拠点

施設を整備することを求める意見があり、そうした状況を受け、久留米市として様々な

角度から総合的に検討が行われた。

今回監査の対象となった久留米シティプラザ整備事業は、これらの経緯から社会資本

整備総合交付金を活用し、都市力の向上・発展と心豊かな市民生活に向けて、県南の中

核都市としての求心力を象徴する施設として、平成２８年４月の開館を目指して進めら

れてきた事業である。

２ 建設地

  久留米市六ツ門町

３ 工事概要

(1) 建物概要

【８番街区】

① 敷地面積： 6,815.92㎡

② 建築面積： 5,944.65㎡

③ 延床面積：23,718.44㎡

④ 構造：鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の混合構造

⑤ 階層：地上６階、地下２階

【９番街区】

① 敷地面積： 3,856.44㎡

② 建築面積： 3,393.11㎡

③ 延床面積：10,829.89㎡

④ 構造：鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、鉄筋コンクリート造

⑤ 階層：地上５階、地下１階

(2) 工事内容

【８番街区】 大劇場、中劇場、小劇場、スタジオ、商業施設、駐車場等

【９番街区】 広場、展示室、大会議室、中会議室、小会議室、和室、

賑わい交流施設
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(3) 工期（建築工事工期を示す）

  【８番街区】 平成２５年１０月１２日 ～ 平成２８年 １月１５日

  【９番街区】 平成２５年 ９月２１日 ～ 平成２７年１１月１５日

（4）設計者・監理者

  香山・DEN・國武・北島・ナカヤマ特定設計業務共同企業体

（5）請負者

【８番街区】

① 建築工事：鹿島・金子・大和・小林特定建設工事共同企業体

② 電気設備工事：九電工・川浪電気工事・西部電業特定建設工事共同企業体

③ 機械設備工事：朝日・古賀・津福特定建設工事共同企業体

④ 舞台機構設備工事：（株）サンケン・エンジニアリング

⑤ 舞台照明設備工事：（株）きんでん九州支社

⑥ 舞台音響設備工事：（株）ヤマハサウンドシステム

【９番街区】

⑦ 建築工事：西松・半田・黒田・東建特定建設工事共同企業体

⑧ 電気設備工事：新生・久富・西日本電気特定建設工事共同企業体

⑨ 機械設備工事: 菱和・三陽・吉川特定建設工事共同企業体

(6）設計金額（消費税等を含む。）

【８番街区】

① 建築工事：      7,062,472,200円
② 電気設備工事：  1,163,606,850円
③ 機械設備工事：  1,788,749,550円
④ 舞台機構設備工事：   861,760,200円
⑤ 舞台照明設備工事：   493,111,500円
⑥ 舞台音響設備工事：   594,284,250円

【９番街区】

⑦ 建築工事：       3,386,084,100円
⑧ 電気設備工事：        750,083,250円
⑨ 機械設備工事：        381,273,900円

(7）請負金額（消費税等を含む。）

【８番街区】

① 建築工事：    7,062,300,000円  落札率99.997％
② 電気設備工事：  1,128,225,000円 落札率99.958％
③ 機械設備工事：  1,733,550,000円 落札率99.911％
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④ 舞台機構設備工事： 835,905,000円 落札率89.999％
⑤ 舞台照明設備工事： 430,485,300円 落札率89.999％
⑥ 舞台音響設備工事： 518,809,200円 落札率89.999％

【９番街区】

⑦ 建築工事：    3,381,000,000円 落札率99.850％
⑧ 電気設備工事：   749,700,000円 落札率99.949％
⑨ 機械設備工事：   381,150,000円 落札率99.968％

４ 入 札 方 法

総合評価方式条件付き一般競争入札

第３ 監査の着眼点

１ 「久留米市工事監査実施要領」に基づく着眼点

工事が適法かつ合理的・能率的に行われたか、また、それは経済的に妥当なものであった

かなどの点について、次のような着眼点に立って実施した。

(1) 総括的な着眼点及び工事計画に係る着眼点

上位計画との整合性はあるか、計画自体の法令違反等はないか、事前調査は十分に行わ

れているか、工事関連機関等との協議・調整は十分に行われているか、地元住民に対する

事前説明及び調整がなされているか

(2) 設計に係る着眼点

事業目的・法令等・現場の状況に適合した設計となっているか、工期の設定や環境・安

全への配慮は適切か、経済的な設計が十分検討されているか、将来の維持管理の難易は考

慮されているか、仕様書･設計図書及び明細書は的確に作成されているか

(3) 積算に係る着眼点

客観的な積算基準が制定されているか、積算及びそのチェックは組織的に行われている

か、また歩掛･単価や数量は適正か

(4) 契約に係る着眼点

契約の方法及び手続は適正か

(5) 施工・施工管理に係る着眼点

施工計画書は適切か、工程管理は的確に行われているか、法令等を遵守し、設計図書ど

おり施工されているか、安全対策･環境対策は十分に行われているか

(6) 工事監理及び施設･設備の維持管理に係る着眼点

工事監理が適切になされているか、各種打合せの開催は適切に行われ、議事録は作成さ

れているか、施設･設備の維持管理は良好になされているか

(7) 業務委託に係る着眼点

設計及び工事監理等の業務委託契約の内容は適正か、また委託料の積算は正確で、その

積算根拠は明確か、委託成果品の検査及び委託業務の履行確認は適切に行われているか
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２ 関係法令等に基づく着眼点

公共工事に関する各種法令については、発注者・請負業者ともに当然に理解し、遵守すべ

きである。しかしながら、不良・不適格業者の存在をはじめ、一括下請負、技術者の不専任、

不適正な元請下請関係等の法令違反が問題となることがあるため、工事請負契約及び工事施

工に関する基本的法令である「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」及び

「建設業法」の遵守状況に係る事項についても、工事監査における着眼点とした。

  （注）なお、今回の工事監査の実施に当たっては、工期、開館準備作業及び監査実施時期

等の関係から、現地調査を、建築工事の工期が終了した後に行うこととなった。その

ため、上記着眼点を基本としつつ、建物完成後の調査であることも視点として勘案す

るかたちで実施したものである。

第４ 監 査 の 結 果

今回監査の対象とした工事の契約関係書類、設計図書類及び施工状況・工事監理等につい

ては、各着眼点に基づき監査を行ったところ、良好であると認められた。監査の結果につい

て、意見及び指摘事項の概要は、次のとおりである。

１ 工事の困難さと解決への協力体制について

シティプラザは、文化及びコンベンション施設としての機能並びに中心市街地活性化の役

割を担う機能を併せ持った施設として整備された２つの街区からなる工事である。関係設備

等のそれぞれが互いに密接に関係する構造や街区ごとの竣工時期の差異などによって、現場

の調整等の困難さが深められていたことがうかがえる。しかし、各施工者の問題解決への努

力に加え、市の関係職員が詳しく現場の課題を把握して関わっていたことや、高度な音響性

能が求められるホールなどについても、設計者、音響技術者、施工者の協力体制が十分機能

していたことになどよって、きわめて厳しい工期をはじめとする様々な制約を乗り越えて施

設の完成に至ったことは、大いに評価すべきものと思われる。

２ 市職員の技術力の育成について

本施設の多種多様な設備機器類は、特殊な設備を抱える施設の維持管理等において市職員

の技術力の研鑽にも活用できると思われる。さらに、職員の公的な資格取得も人材育成の取

組として位置付け、民間の技術者と対等に、高い技術レベルで適切な協議や調整を行うため

に職員に必要とされる技能等の獲得と向上に励まれたい。

３ 施設の計画的なメンテナンスについて

本施設には、舞台、音響などの特殊な設備が設置されているため、長く本市の中核に位置

する第一級の劇場を中心とする施設でありつづけるためには、それらも含めたメンテナンス

や安全な運用に十分な配慮を行うことが最大の課題となる。予算確保にも周到な準備をされ
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たい。中長期的維持保全計画に基づきつつ、時代の推移と運営の積み重ねによって実態に即

した改修計画を検討し、具体的な方針を作り出していく必要があるものと考える。保全計画

中にあるライフサイクルコストのシミュレーションなどの内容に沿った実施計画を作成し、

実践に努められたい。

４ 仕上がりの細部等に関する指摘事項について

技術士の指摘どおり、仕上がりの細部等については、今後の対応や改善が望まれる箇所が

見られた。ロビー周りなどの外壁サッシュ（窓枠部分）の天井下部から床まで至るガラス窓

の安全性や広場に面する階段又は床の段差部分の認識の難しさ、紫外線により色あせが懸念

される箇所や案内サイン形状の不統一、既に見られた一部設備機器の発錆等による劣化など

である。

事務処理については、今後の保守メンテナンスのために必要な膨大な工事関係書類の保管

や内容のアップデートに留意されたい。なお、重要な記録文書である週間工程表への担当者

の押印等の処理や設計業務の委託仕様書に建築士法と合致しないような表示の指示が見ら

れた点については、今後の関連工事に係る事務処理において適切な法令等の遵守に留意され

たい。
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【外観写真】

【ザ・グランドホール】

【久留米座】

９番街区

８番街区



平成 28 年 5 月 27 日

久留米市監査委員 殿

工事技術調査報告書

工事名称

①市街地再開発事業（仮称）久留米市総合都市プラザ（8 番街区）

新築工事、同新築機械設備工事、同新築電気設備工事、同新築

舞台機構設備工事、同新築舞台照明設備工事及び同新築舞台音

響設備工事

②（仮称）久留米市総合都市プラザ（9 番街区）新築工事、同新築

機械設備工事、同新築電気設備工事

[ 建築工事、舞台設備工事関連 報告書 ]

平成 28 年 4 月 13 日（水）

（工事技術調査実施日）

社会委員会 工事監査支援登録会員

技術士（建設部門）

(登録番号 第 34880 号 )

一級建築士、構造設計一級建築士

園部 隆夫
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ま えが き

本 工事 技術調 査報告 書は 、久 留米 市監査 委員 の要請 のもと 、地方自 治

法 第 199 条 第 5 項の 規定 に基づ いて、平 成 28 年 4 月 13 日に 実施さ れた

工 事技 術調査 を報告 する もので す。当 該工 事監査 に伴 う建築 工事と 設備

工 事に 関する 工事技 術調 査のう ち本 報告書 は主に 建築 工事、舞台設 備工

事 関連 につい て技術 的な 立場か ら、そ の調 査結果 とし て所見 をまと めた

も ので す。
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第 一章 一般 事項

１ ．調 査目的

久留 米市監 査委員 は、標記工 事に関 する 工事技 術調 査を公 益社団 法人

日 本技 術士会 に依頼 され ました 。今 回、そ の工事 のう ち建築 工事、舞台

設 備工 事の技 術調査 を表 記の技 術士 が、下 記の要 領に 従って 実施し まし

た 。

本 報告 書は 、専 門技 術的 な立 場か ら、 標記 工事 に関 する 計画 、設 計、

積 算、入札 ／契約 、施 工等に つい て調査 ・報 告す るもの であり ます 。主

と し て 技 術的 な 内 容と そ の監 査 に 伴う 調 査 の結 果 につ い て の所 見 を報

告 しま す。

２ ．実 施日及 び場所

実 施日 ：平 成 28 年 4 月 13 日（ 水）

  場 所 ：書類 調査― 久留 米シテ ィプ ラザ 中会議 室

      現地調 査― 久留米 シテ ィプラ ザ

                      

３ ．調 査方法

次の 様な手 順によ り、関係者 からの 説明 と質疑 応答 を交え て実施 しま

し た。

① 市 民 文 化 部久 留 米 シテ ィ プ ラザ 施 設 担当 部 長 より 本 施 設建 設 に

至 る経 緯説明

② 総務 部契約 監理担 当部 長によ る入 札、契 約に関 する 経過説 明

③ 起案、企 画、公募 型設 計者選 定プ ロポー ザルに よる 設計者 の選 定

内 容に ついて 説明及 び質 疑

④ 総 合 評 価 方式 入 札 によ る 施 工者 選 定 の経 緯 と 工事 請 負 契約 書 等

の 閲覧

⑤ 今後 の本施 設運営 に対 する説 明

⑥ 現場 代理人 による 工事 施工状 況説 明及び 現況の 説明

⑦ 工事 監理者 による 工事 監理状 況説 明及び 書類の 閲覧

⑧ 現場 の施工 状況確 認



3

⑨ 施設 運営に 関する 現況 の説明

４ ．日 程

平 成 28 年 4 月 13 日（ 水）

9： 30 監査 委員 と技術 士の 事前打 合せ（ 市役所 16 階 監査 委員

室 にて ）

9： 45 久 留米 シティ プラザ 中会 議室に 移動

10：00  市 民文化 部、 総務部 の各 担当者 の説明 と質 疑応答

11：00 休 憩

11：15 建 設工 事に関 する書 類審 査及び 質疑 応答

12：00 昼 食

13：10 現 場の施 工状 況説明 と現 地調査

15：00  現 場にお ける 各種書 類の 確認と 質疑

16：20  講 評

16：45  帰 庁し監 査委 員及び 事務 局と打 合せ

17：00  終 了

第 二章 工事 概要

久留 米市は 、10 年後、 20 年 後の将 来を 見据え て、 県南の 中核都 市と

し て求 心力を 持った 核施 設の整 備が 求めら れてい まし た。本事 業は 、平

成 28 年 4 月 の開館 を目 指し、 社会資 本整 備総合 交付 金を活 用して 進め

ら れま した。

１ ．建 設に係 る業務

① 工事 名称：

  ●市 街地再 開発 事業（仮 称）久 留米市 総合都 市プ ラザ（ 8 番街 区 ）

新 築工 事、同 新築 機械設 備工事 、同 新築電 気設 備工事 、同 新築

舞 台機 構設備 工事 、同 新築舞 台照明 設備 工事及 び同 新築舞 台音

響 設備 工事

●（仮称）久留米市総合都市プラザ（ 9 番街区）新築工事、同新築

機械設備工事、同新築電気設備工事
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② 建設 場所： 福岡 県久 留米市 六ツ 門町

③ 工事 内容：

8 番街 区（ 大劇場 、中劇 場、 小劇場 、ス タジオ 、商業 施

設 、駐 車場等 ）

9 番街 区（広 場、 展示室 、大会 議室 、中会 議室 、小会 議

室 、 和 室 、賑 わ い交 流 施 設、 Ｆ Ｍス タ ジ オ、

駐 車場 等）

④ 工 期 ： 建築工 事工 期を示 す

8 番 街区 平 成 25 年 10 月 12 日～ 平成 28 年 1 月 15 日

9 番 街区 平 成 25 年 9 月 21 日～ 平 成 27 年 11 月 15 日

⑤ 設計 者 ：

      8,9 番 街区 香山・DEN・國武・北島・ナカ ヤマ 特定設 計

業 務共 同企業 体

⑥ 請負 者 ：

8 番街区 建築 工事 鹿島 ・金子 ・大和 ・小 林特定 建設 工

事 共同 企業体

9 番街区 建築 工事 西松 ・半田 ・黒田 ・東 建特定 建設 工

事 共同 企業体

⑦ 請負 金額： 建築工 事金 額を示 す。

     8 番街 区 7,062,300,000 円（税 込み ）

      9 番街 区 3,381,000,000 円（税 込み ）

２ ．主 管部課 （平成 ２８ 年４月 １３ 日時点 ）

・ 総務 部：契 約課、 工事 検査課

     ・ 市民文 化部 ：久留 米シ ティプ ラザ総 務課

３ ．工 事監督 員

8 番 街区 六ツ 門 8 番街地 区市街 地再 開発組 合

9 番 街区 市民 文化 部久留 米シテ ィプ ラザ施 設整 備課

（ 同課 は平成 ２８年 ３月 ３１日 付で 組織改 正のた め廃 止）

         建築 ：主任 主事   田 中 久 裕
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４ ．建 築工事 金額の 内訳 （設計 金額 ）

本 工 事 の設 計 金 額に つ いて 建 築 工事 費 内 訳書 よ り各 工 事 費を 抜 粋す

る と下 表のよ うにな って います 。

8 番街 区

項 目 内 訳 金 額 （円） 構成比（ ％）

① 直接 工事費 5,530,231,858 82.2%

② 共通 仮設費 385,174,928 5.7%

③ 純工 事費    ①＋ ② 5,915,406,786 87.9%

④ 現場 管理費 286,680,874 4.2%

⑤ 工事 原価    ③＋ ④ 6,202,087,660 92.2%

⑥ 一般 管理費 524,076,340 7.8%

⑦ 工事 価格    ⑤＋ ⑥ 6,726,164,000 100.0%

建 築工 事

消 費税 ⑧ 消費 税相当 額⑦×0.05 336,308,200

合 計 ⑨ 本工 事費    ⑦＋ ⑧ 7,062,472,200

9 番街 区

項 目 内 訳 金 額 （円） 構成比（ ％）

① 直接 工事費 2,642,858,116 81.9%

② 共通 仮設費 173,244,056 5.4%

③ 純工 事費    ①＋ ② 2,816,102,172 87.3%

④ 現場 管理費 157,473,391 4.9%

⑤ 工事 原価    ③＋ ④ 2,973,575,563 92.2%

⑥ 一般 管理費 251,266,437 7.8%

⑦ 工事 価格    ⑤＋ ⑥ 3,224,842,000 100.0%

建 築工 事

消 費税 ⑧ 消費 税相当 額⑦×0.05 161,242,100

合 計 ⑨ 本工 事費    ⑦＋ ⑧ 3,386,084,100
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５ ．建 物概要

1)建築 工事 ８番街 区

① 敷 地面 積： 6,815.92 ㎡

建 築面 積： 5,944.65 ㎡

延 床面 積： 23,718.44 ㎡  

② 構 造 ：鉄 骨鉄 筋コ ンク リー ト造 、鉄 骨造 、鉄 筋コ ン クリー

ト 造の 混合構 造

③ 階 層 ：地 上 6 階、地 下 2 階

2)建築 工事 ９番街 区

① 敷 地面 積： 3,856.44 ㎡

建築 面積： 3,393.11 ㎡

延床 面積： 10,829.89 ㎡   

② 構 造 ：鉄 骨鉄 筋コ ンク リ ート 造、 一部 鉄骨 造、 鉄筋 コン ク

リ ート 造

③ 階 層 ：地 上 5 階、地 下 1 階

６ ．設 計・工 事監理

8 番街 区は 第 1 種 市街地 再開 発事業 で、六 ツ 門 8 番 街地区 市街地 再開

発 組合 が工事 発注者 とな ってい ます。この 建物は 大半（ 約 95％の 床）を

久 留米 市が買 い取る とい う事業 方式 となっ ていま す。９番街 区は久 留米

市 の直 営事業 となっ てい ます。 8 番街 区に は、市 街地 再開発 事業費 補助

金 が 充当 され 、国 （1/3）、 県（ 1/6）、市 （1/6） がそ れぞ れ事 業費 の一

部 を補 助する ことと なっ ていま す。 9 番 街区 の建設 費、 8 番 街区の 床購

入 費の 一部に「暮 らしに ぎわい 再生 事業費 補助 金」が 充当 されて いま す。

8 番街区 の工 事発注 及び 工事監 理につ いて は、久 留米 市が受 託して いま

す 。

今回 の基本 設計・ 実施 設計は 、高い 技術 力、豊 富な 経験を 有する 優れ

た 設計 者を選 定する ため 、公募 型プロ ポー ザル方 式が 採用さ れてい ます 。

技術 提案書 は 、代表 企業応 募 者 6 者 、市 内応募 者 3 グルー プの提 案が

あ り、 審査が 行われ まし た。

学識 経験者 を中心 とした 6名 により 構成 された 久留 米市総 合都市 プラ

ザ 設計 者選定 委員会 によ り審査 が行 われ、代表企 業選 定は 1 位と 2 位が
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僅 差と なり 、事 業主体 となる 久留 米市が 最終 的に最 優秀者 、及び優 秀者

を 選定 するこ ととな り、有限会 社香山 壽夫 建築研 究所 が選定 されま した 。

工 事監 理につ いては 、随 意契約 にて同 事務 所を含 む共 同企業 体が工 事監

理 者と して選 定され 決定 されて いま す。

事 務所 登録と 各設計 者の 資格に つい ては下 記の通 りで す。

１) 設 計者

   香山・ ＤＥＮ ・國 武・北 島・ ナカヤ マ特定 設計 業務

                        共同企 業体

   代表企 業

     有 限会社 香 山壽夫 建築 研究所

   市内応 募者グ ルー プ

     株 式会社 DEN 建築設 計事 務所

     株 式会社 國 武建築 設計 事務所

     有 限会社 北 島建築 研究 所

     株 式会社 ナ カヤマ ・ト シ設計

  

有限 会社 香山壽 夫建 築研究 所

  一 級建築 士事務 所： 東京都 知事 登録 第 12399 号

         管理 建築士 佐 伯 和 俊

          一 級建築 士大 臣登録 番号 第 65408 号

     代 表とな る設 計者 長谷 川 祥 久

          一 級建築 士大 臣登録 番号 第 289714 号

     代 表とな る構 造設計 者 高橋 治

          一 級建築 士大 臣登録 番号 第 235270 号

          構 造設計 一級 建築士 交付番 号 第 3523 号

２） 工事監 理者

     香 山・Ｄ ＥＮ ・國武 ・北 島・ナ カヤマ 特定 設計業 務

                        共同企 業体

有 限会 社 香 山壽夫 建築 研究所

  一 級建築 士事務 所： 東京都 知事 登録 第 12399 号

         管理 建築士 佐 伯 和 俊
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          一 級建築 士大 臣登録 番号 第 65408 号

       代表 とな る工事 監理 担当者   椎 橋 武史

          一 級建築 士大 臣登録 番号 第 323594 号

3)確 認申請

   計画変 更が 2 度に わたり 行わ れてい ます。ここ では最 終の確 認取

得 に関 する内 容を記 述し ます。

  ８ 番街区

  ・ 申請者 名    六ツ 門 8 番 街地区 市街地 再開 発組合

                 理事 長  橋本 安彦

  ・ 建築主 事名   井上 穣

・確 認済証 交付日 及び 交付番 号

平成26年 10月 24日 第 H26 確更 建築 久留 米市 00043 号   

９ 番街 区

  ・ 申請者 名    久留米 市長 楢原 利則

  ・ 建築主 事名   井上 穣

・確 認済証 交付日 及び 交付番 号

平成 27年 8月 10 日 第 H27 計更 建築久 留米 市 00001 号

７ ．施 工者

施工 者の選 定に際 して は、総 合評 価方式 が採用 され ていま す。

この 度の総 合評価 方式 の採用 に際 しては 、技術委 員会（学 識経験 者及

び 弁護 士等に より構 成：５ 名）、審査委 員会（関 係部 署の長 により 構成：

17 名 ）、 審査 小委員 会（ 担当部 署の次 長、 課長等 ：１ ０名） の各委 員会

に て評 価を行 ってい ます 。工事 価格 だけで はなく 、技 術提案 、企業 の施

工 能力、配置 予定技 術者 の評価 点を共 同企 業体加 算点 として 評価点 に加

算 し評 価され ていま す。
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   8 番街区 建築 工事：

     鹿 島・金 子・ 大和・ 小林 特定建 設工事 共同 企業体

   9 番街区 建築 工事：

     西 松・半 田・ 黒田・ 東建 特定建 設工事 共同 企業体

    代表 となる 施工 者

     8 番 街区

鹿 島建 設株式 会社

   建設業 登録： 国土 交通大 臣許 可 第 2100 号

   

   現場代 理人： 児島 孝  監 理技術 者資格 者証

監 理技 術者：        第 00040237199 号

     9 番 街区

     西松建 設株 式会社

建設 業登録 ：国土 交通 大臣許 可 第 001100 号

   

   現場代 理人： 宮本 睦巳 監 理技術 者資格 者証

  監理技 術者：        第 00010882942 号

第 三章 所  見

１ ． 総 合的 所見

本施 設は平 成 23 年 2 月 14 日 に「 市民 会館に 替わる 新し い施設 とし て、

ホ ー ル 機 能と コ ン ベン シ ョン 機 能 を併 せ 持 った 広 域交 流 促 進の 核 施設

が 必要 であり 、井筒 屋跡 地を含 む街区 を中 心とし た六 角堂広 場も含 めた

場 所に 平成 26 年度 の完 成を目 指して 整備 する」 とい う（仮 称）久 留米

市 総 合 都 市プ ラ ザ の施 設 整備 の 方 向性 が 発 表さ れ 事業 着 手 に至 っ てい

ま す。

設計 者の選 定に関 して は、公募 型プロ ポー ザル方 式が採 用さ れ、代表

企 業応 募者６ 者、市 内応 募者３ グル ープに ついて 審査 が行わ れま した 。

審査 の手段 、経緯 につ いては 、客観 的な 判断の もと 、選定 委員会 の明
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確 な判 断基準 により 評価 され 、最 後は２ 者の 候補者 から 、よ り地域 に密

着 し、今 後の 施設運 営に も有効 な示唆 を示 してい る案 が選定 されま した 。

そ の選 定プロ セスは 、明快で あり 、公 明正 大に行 われて いる と判断 す

る こと ができ ます。ま た施 工者の 選定に 関し ては、代 表者が 作成 した「技

術 提案 」の 評価点 に、代表者 、そ の他 の構成 員そ れぞれ の「 企業の 施工

能 力」・「配 置予 定技術 者 」の評 価点を 合計 した値 の平 均値を 加えた 共同

企 業 体 加 算点 を 考 慮し た 総合 評 価 方式 を 採 用し た 条件 付 一 般競 争 入札

が 行わ れまし た。公 正な 審査の もとで 落札 者が決 定さ れたと 判断す るこ

と がで きます 。

本 施設 の建設 コスト は 、専門 職種 の関わ る工 事項目 が多い こと や、提

示 さ れ て いる 制 限 価格 も 設計 段 階 で示 さ れ た設 計 見積 概 算 書を 踏 まえ

た 価格 となっ ている こと から 、ほ ぼ同額 に近 いとこ ろで決 定さ れ、総合

評 価方 式の総 合点を 踏ま え業者 が決 定され ていま す。具体的 なコス ト比

較 とし て、劇 場施設 では 、延床 面積で の比 較とし ては 、一般 的用途 の建

物 の 1.5～ 2.0 倍 の 価格 となり ます。 本事業 では 全体と し て 51.7 万 円／

㎡ （ 170.5 万 円／坪 ）と なって います 。妥 当な価 格と なって いると 判断

す るこ とがで きます 。

工 期 につ きま して は、 当該 建物 の内 部空 間が 大き く吹 き抜 けて おり 、

内 装工 事、舞台 上部す のこ周 辺の 工事な ど 、全面 に内 部仕上 げの為 の足

場 を組 まざる を得な いこ とから 、工事作 業段 取りに 制限が 多く なり 、ヒ

ア リン グでも 説明を 受け たよう に 、厳し い工 期とな ってい まし た。さら

に 、施 工に際 して専 門職 技能員（下請 け専 門職種 技能 員）の 不足も 発生

し 、工 期を圧 迫する 要因 となり まし た。物 価のス ライ ドにつ いては 、国

の 指針 に沿っ て 、労務 単価な どの 見直し があ り、請負 金の変 更が行 われ

て いま す。

２ ．個 別的所 見

(1) 計 画

  本 事業は 社会資 本整 備総合 交付 金を活 用し、 久留 米市 の 10 年 、 20

年 後の 将来を 見据え 、都市力 の向 上、発展 と心豊 かな市 民生 活の実 現

に 向 けて 、県 南の 中核 都市 とし ての 求心 力を 象徴 する 核施 設と して 、
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平 成 28 年 4 月の開 館を目 指し て進め られ ていま す。本 計画 の起案 に

際 して の条件 分析、計画 案作成 に際し ての 市民の 声の 収集・ 分析、将

来 の施 設の運 営に関 する 条件付 けな ど、その 決定過 程は市 民 、施設 利

用 者の 方々と のワー クシ ョップ 等を 開催し つつ、詰めて ゆく 過程が 踏

ま れて いまし た。そ の計 画の考 え方は 、妥 当な手 段が 取られ 、決定 さ

れ てい ました 。

(2) 設 計

1) 建 築設 計

公 募型 プロポ ーザル によ って選 定さ れた設 計内容 に準 じ、

  a.文化芸 術振興 拠点

    b.広域交 流促進 拠点

    c.商業拠 点

    d.賑わい 交流拠 点

を 骨子 として 展開さ れて いる設 計内 容に沿 って、進め られて います 。

ま た、周 辺の 交通動 線と 交通処 理、さ らに は地球 環境 への負 荷の

低 減を 考慮し たエネ ルギ ー方策 の導 入、建 築設備 の更 新・維 持管理

の しや すさや ライフ サイ クルコ スト の縮減 に配慮 した 計画と なっ

て いま す。

８番 街区は 劇場 、スタ ジオ 、商業 施設 、駐車 場、９番 街区は 広場、

会 議室 、展示 室、駐 車場 等で構 成さ れてい ます。

   各階の 主要用 途に ついて 以下 に示し ます。

   ８番街 区

     ６ 階：フ ォロ ースポ ット 室、電 気室、 空調 機械室 等

     ５ 階：大 劇場 客席、 ホワ イエ、 電気室 、空 調機械 室 等

     ４ 階：大 劇場 客席、 中劇 場客席 、ホワ イエ 、小劇 場、 楽屋 、

        ス タジ オ、上 空通 路 等

     ３ 階：大 劇場 客席、 中劇 場舞台 ・客席 、客 席、ホ ワイ エ、

楽 屋、 ロビー 等

     ２ 階：大 劇場 客席、 ホワ イエ、 楽屋、 事務 室、共 通ロ ビー 、

        上 空通 路  等    

     １ 階：大 劇場 舞台、 客席 、楽屋 、商業 施設 、搬入 口 等
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     B1 階： ホー ル椅子 収納 庫

     B2 階： 駐車 場、各 機械 室

   ９番街 区

     ５ 階：大 会議 室、応 接室 、ロビ ー、テ ラス 等

     ４ 階：中 会議 室、小 会議 室、和 室、ロ ビー 等

     ３ 階：倉 庫、 空調機 械室 等

     ２ 階：展 示室 、ロビ ー  等    

     １ 階：街 なか 広場、 にぎ わい交 流施設 、Ｆ Ｍスタ ジオ 、

電 気室 、倉庫 等

     B1 階： 駐車 場、ポ ンプ 室、倉 庫 等

舞 台設 備、各階 、各 室の用 途 、仕上 げ内 容、備品等 につ いて抜 粋で

あ りま すが、設計図 書に準 じて いるこ とを 確認し ました 。以下 に特 に

気 が付 いた点 を記述 しま す。

①サ イン（ エレ ベータ ー等の スイ ッチな ども 含む）は共 通のも の

が 使用 される のが基 本で すが 、メー カー等 の関 係で異 なっ た形

状 が利 用され ていま す。工 期、納 品期間 等の 問題も ありま すが 、

今 後の 施設運 用に際 し、統一 するよ う配慮 して いくこ とが 必要

と 考え ます。

② ロ ビ ー に 面す る 壁 仕 上げ 材 に レ ンガ を 利 用 して い る と ころ に

お いて 、下部 １ｍ 程度の 範囲の 目地 モルタ ルに ついて 、設 計監

理 で は１ cm 以 下の 突起 は 危険 性が なく 問 題な いと され て おり

ま した が、今 後の 施設運 用、利用に おいて 注視 してい って くだ

さ い。

③ 劇 場 の 座 席案 内 板 が 赤を 基 調 と した 表 示 と なっ て お り まし た

が 、ロ ビーに 面す るとこ ろでは 、紫 外線の 影響 を受け るこ とか

ら 、多 少短期 的な メンテ ナン スの必 要性が 生じ ると予 測さ れま

す 。

④舞 台装置 の定期 的な メンテ ナン ス費用 につい ては 、今 回の技 術

調 査 では 詳細 に 確認 でき てお りま せ んが 、音 響設 備 とと もに 、

大 き な 比 重 を 占 める と こ ろ で すの で 確 認 を して お い て く ださ

い 。
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2)構造 設計

耐 震 安 全性 の 分類 は 官 庁施 設 の総 合 耐 震計 画 基準 及 び 同解 説 によ

り 構造 体Ⅱ類 *1（重要 度係 数 I=1.25）にな ってい ます 。劇 場の天 井は

吊 り天 井とな らない よう に、小梁な どで躯 体に 取り付 けら れてい まし

た 。平 成 25 年 国土 交通省 告示 771 号（技 術基 準）で 規定 されて いる

『 特定 天井 （耐 震性 の必 要な 天井 ）』 の規 定に 該当 しな い取 り付 け方

が 採用 され、 耐震性 につ いては 十分 な安全 性が確 保さ れてい まし た 。

(3) 積 算

  本 計 画の 実 施 設計 時 の見 積 り 内訳 書 内 容を 一 部抜 き 出 して 確 認し

ま した 。県の 基準等 に準 拠して 作成 されて いまし た。

  劇 場、大会 議室の 大空間 を構 成して いる 部分に おいて は 、延床 面積

に 対す るコス ト評価 は、一般 の用途 にお ける価 格の 2 倍以 上とな るこ

と も多 く、同一用 途の実 績値 を参考 に比 較する ことが 妥当 な評価 がで

き る基 本と考 えます 。

  こ の度の 設計プ ロセ スは公 募型 プロポ ーザル が採 用され 、建築 計画

選 定に 際して は、選 定委員 会の 審査が 行われ 、設計 のコン セプ ト、施

設 完成 後の運 営に関 して も広い 視点 で審査 が行わ れて いまし た。仕上

げ のグ レード につい ても 、審査 が行 われて いる ことか ら、本施設 の建

設 に際 しての 設計概 算見 積りは 、市 の想 定して いる予 算に 納まっ てい

る もの と考え られま す。

(4) 入 札・ 契約

  設 計に関 しては 、公募型 のプ ロポー ザル が行わ れ 、設計 者が選 定さ

れ てい ます。また、工事 監理に 対し ては、施設の 設計 内容が 専門 的で

あ り、かつ設 計情報 の確 実な共 有化 が工事 監理の 重要 な要素 であ るこ

と から 、随意 契約に て設 計と同 一の 共同企 業体が 選定 されて いま す 。

  そ の結果 は妥当 なも のと判 断す ること ができ ます 。

  ま た、工 事の発 注に関 して は、工 事金額 の条 件より 、共同 企業 体（Ｊ

                                                
* 1 構 造体 Ⅱ類： 大地震 動後、 構造体 の大き な補 修をす るこ となく 建築物 を使 用でき

る こと を目標 とし、 人命 の安全 確保 に加え て機能 確保 が図ら れる もの。
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Ｖ ：ジ ョイン トベン チャ ー）に 対し 、総合 評価方 式に よる一 般競 争入

札 が行 われ、郵 送にて 入札 が行わ れてい ます。総 合評 価方式 にお ける

評 価項 目は、明確に 示さ れてお り、その評 価項目 に対 し、評 価点 が示

さ れ、 合計値 加算方 式で 落札者 が決 定され ていま す。

  そ のプロ セスも 明快 であり 、特に 問題 となる とこ ろはな いと判 断し

ま す。

(5) 施工

  工 事は平 成 28 年 4 月 13 日 の時 点です でに完 了し ていま す。

  定 例会議 は毎週 金曜 日に行 われ ていま した 。総 合定例 会議は 第 1 週、

8 番街 区、 9 番街 区の定 例は第 3 週 、分科 会は第 2 週 、第 4 週の金 曜

日 で行 われて いまし た。

  定 例会議 議事録 等の 内容確 認を しまし た。記 載必 要事項 に漏れ はあ

り ませ んでし た 。一点 気が付 いた 事項と して 、定 例会議 に利 用する 週

間 工程 表の作 成者 、確 認者の 押印 部分に 、パソコ ン内で プリ ントさ れ

る 印鑑 マーク が利用 され ていま した。月間 工程表 等は基 本通 りで運 用

さ れて おりま した 。工 程表は 重要 な出来 高記 録、労務状 況の 安全記 録

で ある ことか ら、必 ず押印 ある いは担 当者 のサイ ンを利 用し てくだ さ

い 。

  劇 場の舞 台上部 すの こ、反 射板を はじ めとす る重 量の大 きな吊 物な

ど の舞 台設備 関連工 事を 進める ため 、重 機が 利用さ れまし た 。さら に

舞 台 側 面 の外 壁 部 分を 機 械 搬出 入 の ため 仮 設 時の 開 口と し た あと 施

工 に て閉 鎖と なっ たこ とか ら、 竣工 間際 に外 壁工 事が 発生 して おり 、

仕 上げ 工事が 遅れて 進め られま した。工程 的に錯 綜した 状況 で竣工 間

際 の工 事が進 められ たと の報告 を受 けまし た。劇 場の音 響的 な測定 を

行 い 、設計 時に 行われ ていた シミ ュレー ショ ンの結 果と対 比し 、設 計

性 能を 満足し ている こと も確認 され ていま す 。本現 場では 、設計性 能

を 満足 する実 測結果 とな ってい たと の報告 を受け まし た。8 番 街区、9

番 街区 の音響 測定業 務報 告書を 確認 させて いただ きま した。遮音測 定、

騒 音測 定、室内音 響測定 、電 気音 響測定 、満 席時 音響測 定を行 い、目

標 とす る性能 値をほ ぼ満 足し、手直し がな く施工 が終了 して いまし た。

残 響 時間 が満 席想 定時 に多 少延 びて いた 結果 も見 受け られ まし たが 、

ホ ール の性能 として は目 標値を 満足 してい るもの であ り、設計 者、音



15

響 技術 者、施 工者の 協力体 制が 十分機 能し ていた ことを 示す 結果で あ

り 、関係 部署 の日々 の努力 が報 われた 結果 と判断 するこ とが できま す。

  製 作要領 書等の 確認 をしま した 。そ の中 で、床仕 上げの 平滑度 や壁

の 垂 直 精 度な ど の 施工 精 度 を明 確 に 数値 で 示 され て いな い 部 分が 認

め られ ました 。竣工 検査時 に出 来栄え を評 価する 理論的 な根 拠とな る

部 分 であ り、 でき る限 り精 度を 客観 的に 数値 化し た目 標値 を設 定し 、

評 価す ること が重要 であ ると考 えま す。

  専 門職技 能員の 新規 入場者 教育 につい ては、現場 におい て担当 者が

パ ソ コ ン を利 用 し て重 要 事 項説 明 及 び安 全 教 育を し てい た と のこ と

で した 。

  女 性の専 門職技 能員 も在籍 して いたこ とより 、ト イレな ども女 性専

用 が設 けられ ていた との 報告を 得ま した。工事完 了後の 調査 である こ

と から 、現場 事務 所、仮 設の 状況を 確認す るこ とはで きま せんで した 。

  

（ 6） 保守 ・メン テナ ンス

  本 施設は 、舞台 設備 、音響 設備、など の特殊 な設 備が設 置され てい

る こと から 、そ のメン テナン ス 、ある いは 安全な 運用に 十分 な配慮 が

必 要で す。特 にオ ーケス トラピ ット 、大迫 など の機械 装置 の安全 運用 、

メ ンテ ナンス には新 たに 経費が 掛か ること より 、保 守・メン テ費用 の

算 出を 、より 具体的 に（ メンテ ナン ス会社 等の見 積り 比較を 踏ま え）

行 い、 予算確 定の為 の準 備をし てお く必要 があり ます 。

  ま た、中長 期的維 持保全 計画 も確認 させ ていた だきま した 。建 物耐

用 年数 を 100 年と想 定し 、本 施設 がいつ まで も都市 の核と して 、地 域

に おけ る第 1 級の劇 場施 設であ るこ とを想 定し、検討が 進め られて い

ま す。建 築物 にかか るコス トは 予め計 画的 に最適 化する こと は困難 で

あ りま す。実績 値を積 み重ね 、時代と 運営 の実態 に即し た改 修計画 を

定 期的 に検討 し、方 針を作 り出 してい くこ とが必 要です 。10 年目、30

年 目の 改修計 画等を 保守 周期と し 、その ため に、各関連 設備 の耐久 年

数 を分 析し、 修繕計 画と して作 成さ れてい ました 。

施 設 の維 持保 全費 用に つい て、「す べき 」＋ 「望 まし い」 ＋ 「事後

保 全」、「す べき 」＋「望ま しい 」とい うレ ベルに 分けて 検討 が進め ら

れ て いま した 。ま た、 L.C.C（ ライ フサ イク ルコ スト ）の シミ ュレ ー

シ ョン も行わ れてい まし た。今 後の施 設運 営にお ける予 算作 り等に 大
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い に貢 献する 資料で ある と考え ます 。

  貴重 な資 料で ある こと から 、そ の内 容に 沿っ て実 施計 画を 作成 し、

実 践し ていく ことが 重要 です。

(7) そ の他 の事項

①身 障者の ための 安全 性確保 につ いて再 度チェ ック をして くだ さい 。

   ロビー 、エスカ レータ ー周 りにお いて 、外 壁サ ッシュ が床よ り天

井 下部 まで大 きなガ ラス 窓とな って いる部 分にお いて は、車 椅子等

が 直接 ガラス 窓部分 に触 れない よう に、ス トッパ ー等 の設置 あるい

は 、安全 誘導 案内表 示等 を設置 するこ とに よりサ ッシ ュに衝 突する

こ とが ないよ うに配 慮し てくだ さい 。

②広 場に面 する階 段 、ある いは 床で段 差の ある部 分にお いて は、段差

の ある ことが 弱視の 方に も分か りや すい工 夫をし てく ださい 。

健常 者には なかな か気 が付き にく い部分 ではあ りま すが、 同系

色 仕上 げによ る段差 部分 は、弱 視の 方にと っては とて も確認 し難い

問 題で す。設 計で 意図す るデ ザイン を崩さ ない 範囲で 、色 彩を選 び、

配 慮を してお くこと が必 要であ ると 考えま す。

（ 8） 確 認資 料

① 対 象工 事を含 む事業 の概 要

② 工 事監 査調書

③ 施 工関 係書類

・ 設 計者 選定公 募型プ ロポ ーザル 選定 結果及 び各提 案書

・ 設 計者 選定委 員会の 概要

・ 工 事請 負契約 書

・ 工 事施 工伺

・ 設 計内 訳書

・ 施 工体 制体系 図

・ 工 程表

・ 久 留米 市基本 図

・ 設 備工 事関連 書類

・ 実 施設 計図
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・ 特 記仕 様書

・ 技 術者 の資格 関係質 疑資 料

・ 音 響測 定業務 報告書

④ 入 札関 係書類

・ 発 注表

・ 予 定価 格等調 書

・ 入 札・ 見積結 果等公 表簿

・ 総 合評 価入札 日程

・ 久 留米 市総合 評価方 式

・ 総 合評 価方式 に関す る評 価調書

・ 総 合評 価入札 審査小 委員 会委員 名簿

・ 総 合評 価入札 審査委 員会 委員名 簿

・ 久 留米 市総合 評価技 術委 員会

⑤ 現 地調 査

・ 定 例会 議議事 録

・ 施 工計 画書

・ 施 工要 領書

・ 工 事写 真
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あ とが き

本報告書をまとめるに当たり 、大規模なプロジェクトである ことから、

事前に設計図書、見積り資料、その他詳細な資料をお送りいただき、調査

当日は、できる限り頂いている資料で分かることは、質疑を省かせていた

だきました。特に発注、契約事項に関しては、事前の資料により内容の把

握ができたことから、同席をいただきながら、特に詳細なヒアリングをす

ることがありませんでした。また、竣工に当たり検査部門の方からの検査

結果に関するヒアリングも、現場立会い調査をすることにより、質疑に代

えさせていただきました。調査日以降にもいくつかの追加質疑に対応して

いただきました。深く御礼申し上げます。

また、監査委員様、監査委員事務局、設計・施工各業者の皆様の真摯な

対応と適切なご協力により、滞りなく技術調査を終えましたことを心より

感謝申し上げます。



平成 28年 5 月 27日

久留米市監査委員 殿

工事技術調査報告書

工事名称

①市街地再開発事業（仮称）久留米市総合都市プラザ（8 番街区）

新築工事、同新築機械設備工事、同新築電気設備工事、同新築

舞台照明設備工事、同新築舞台機構設備工事及び同新築舞台音

響設備工事

②（仮称）久留米市総合都市プラザ（9 番街区）新築工事、同新築

機械設備工事、同新築電気設備工事

[ 機械設備工事、電気設備工事関連 報告書 ]

平成 28年 4 月 13日（水）

（工事技術調査実施日）

社会委員会 工事監査支援登録会員

技術士（衛生工学部門／総合技術監理部門）

(登録番号 第 41018 号 )

建築設備士、設備設計一級建築士

成田 登
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ま えが き

本 工事 技術調 査報告 書は 、久 留米 市監査 委員 の要請 のもと 、地方自 治

法 第 199 条 第 5 項の 規定 に基づ いて、平 成 28 年 4 月 13 日に 実施さ れた

工 事技 術調査 を報告 する もので す。当 該工 事監査 に伴 う建築 工事と 設備

工 事に 関する 工事技 術調 査のう ち 、本報 告書 は機械 設備工 事 、電気 設備

工 事に 関する 技術的 な立 場から 、その 調査 結果と して 所見を まとめ たも

の です 。
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第 一章 一般 事項

１ ．調 査目的

久留 米市監 査委員 は、標記工 事に関 する 工事技 術調 査を公 益社団 法人

日 本 技術 士会 に依 頼さ れま した 。今 回、 その 工事 のう ち機 械設 備工 事、

電 気設 備工事 の技術 調査 を表記 の技 術士が 、下記 の要 領に従 って実 施し

ま した 。

本報 告書は 、専門 技術 的な立 場か ら標記 工事に 関す る計画 、設計 、積

算 、入 札／契 約、施 工等 につい て調査 し報 告する もの です。主とし て技

術 的 な 内 容と そ の 監査 に 伴う 調 査 の結 果 に つい て 所見 を 報 告い た しま

す 。

２ ．実 施日及 び場所

実 施日 ：平 成 28 年 4 月 13 日（ 水）

  場 所 ：書類 調査― 久留 米シテ ィプ ラザ中 会議室

      現地調 査― 久留米 シテ ィプラ ザ

３ ．調 査方法

【 事前 調査１ 】

事 前に お送り いただ いた 資料に 基づ き、事業 内容の 確認 、当 日調査 す

る 項目 のピッ クアッ プを 行いま した 。

① 久 留米 シティ プラザ 事業 概要

② 工 事監 査調書 （工事 概要 や契約 内容 につい てまと めた もの）

③ 工 事概 要及び 設備概 要書 （設備 概要 及び建 築図面 抜粋 ）

④ 工 事発 注表～ 発注経 緯に 関する 資料

⑤ 公 募型 プロポ ーザル 選定 結果報 告書 （設計 者選定 に関 する資 料）

【 事前 調査２ 】

追 加資 料を送 付いた だき 、事業 内容 の精査 を行い まし た。
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① 基 本、 実施設 計業務 委託 仕様書

② 工 事監 理業務 委託仕 様書

③ 監 理計 画書の うち、 業務 実施体 制及 び組織 図

④ 施 設の 長期修 繕計画 のう ち、一 覧表

⑤ 実 施設 計図の うち、 各設 備工事 に関 する系 統図

【 当日 調査】

① 市 民 文化 部 久留 米シ ティ プ ラザ 施設 担 当部 長よ り本 施 設建 設に 至

る 経緯 説明

② 総 務部 契約監 理担当 部長 による 入札 、契約 に関す る経 過説明

③ 起 案 、企 画 、公 募型 設計 者 選定 プロ ポ ーザ ルに よる 設 計者 の選 定

内 容に ついて 説明及 び質 疑

④ 総 合 評価 方 式入 札に よる 施 工者 選定 の 経緯 と工 事請 負 契約 書等 の

閲 覧

⑤ 今 後の 本施設 運営に 対す る説明

⑥ 現 場代 理人に よる工 事施 工状況 説明

⑦ 工 事監 理者に よる工 事監 理状況 説明

⑧ 現 場の 施工状 況確認

⑨ 施 設運 営に関 する現 況の 説明

【 後日 確認資 料】

後 日、 追加資 料をお 送り いただ き、 調査事 項の補 完を 行いま した 。

① 設 計者 の事務 所の資 格、 登録番 号

② 設 計担 当者の 氏名、 資格 、登録 番号

③ 施 工者 の監理 技術者 、主 任技術 者等 の資格

④ 音 響測 定業務 報告書 、室 内化学 物質 濃度測 定分析 測定 結果報 告書

⑤ 運 営の 参与、 専門ア ドバ イザー に関 する資 料

⑥ 建 築確 認済証 の写し

⑦ 単 位床 面積当 たりの 工事 金額

⑧ 中 長期 維持保 全計画
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４ ．日 程

平 成 28 年 4 月 13 日（ 水）

9： 30 監 査委 員と技 術士の 事前 打合せ（ 市役 所 16 階監 査委 員室

に て）

9： 45 久 留米 シティ プラザ 中会 議室に 移動

10：00 市民文 化部 、総務 部の各 担当 者の説 明と 質疑応 答

11：00 休憩

11：15 建設工 事に 関する 書類審 査及 び質疑 応答

12：00 昼 食

13：10 現場の 施工 状況説 明と現 地調 査

15：00 現場に おけ る各種 書類の 確認 と質疑

16：20 講評

16：45 帰庁し 監査 委員及 び事務 局と 打合せ

17：00 終了

第 二章 工事 概要

１ ． 建 設場 所

福 岡県 久留米 市六ツ 門町

２ ． 工 期

8 番 街区 平 成 25 年 9 月 21 日～ 平 成 28 年 1 月 15 日

9 番 街区 平 成 25 年 9 月 21 日～ 平 成 27 年 11 月 15 日

３ ． 設 計者

香 山・ DEN・國武 ・北 島・ナ カヤマ 特定 設計業 務共 同企業 体

代 表企 業

     有 限会社 香 山壽夫 建築 研究所

   市内 応募者 グル ープ

     株 式会社 DEN 建築設 計事 務所
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     株 式会社 國 武建築 設計 事務所

     有 限会社 北 島建築 研究 所

     株 式会社 ナ カヤマ ・ト シ設計

   

有限 会社 香山壽 夫建 築研究 所

一 級建築 士事務 所： 東京都 知事 登録 第 12399 号

     管理建 築士 佐伯 和 俊

       一級 建築 士 大 臣登 録番号 第 65408 号

    代 表とな る設 計者 長谷 川 祥久

     一級 建築 士 大 臣登 録番号 第 289714 号

    代 表とな る設 備設計 者 和田 隆文

     一級 建築 士 大 臣登 録番号 第 43140 号

  設備 設計一 級建 築士講 習修 了証番 号第 08C4-11507K 号

  技術 士（衛 生工 学部門 ）登 録番号 第 10691 号

４ ．主 管部課 （平 成 28 年 4 月 13 日 時点）

総 務部 ：契約 課、工 事検 査課

市 民文 化部： 久留米 シテ ィプラ ザ総 務課

５ ．工 事監督 員

   8 番街区 六 ツ門 8 番街地 区市 街地再 開発 組合

   9 番街区 市 民文化 部 久 留米 シティ プラ ザ施設 整備課

              機 械設備 担当： 行徳 正 純

            電気 設備担 当：池 田 貴進

６ ．工 事監理 者

香 山・ ＤＥＮ ・國武 ・北 島・ナ カヤ マ特定 設計業 務共 同企業 体

有 限会 社 香 山壽夫 建築 研究所

一級 建築士 事務所 ：東 京都知 事登 録第 12399 号

    管理建 築士 佐伯 和 俊

      一級建 築士 大臣 登録 番号 第 65408 号
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      代表と なる 工事監 理担 当者  椎橋 武 史

      一級建 築士 大臣 登録 番号 第 323594 号

７ ．工 事概要

1)機械 設備工 事（ 8 番街区 ）

① 設備 概要

給 水設備 （受水 タン ク式及 び直 圧給水 、雨水 利用 ）

排 水設備 （自然 流下 及び圧 送、 ガソリ ントラ ップ ）

給 湯設備 （中央 式、 個別式 、熱 源は電 気及び ガス ）

消 火設備 （泡消 火、 スプリ ンク ラー、 屋内消 火栓 、消火 器、

      連結 送水 ）

都 市ガス 設備（ 空調 用及び 給湯 用）

換 気設備 （中央 式及 び個別 式）

空 調設備 （ガス 焚吸 収式冷 温水 機及び パッケ ージ 空調機 ）

機 械排煙 設備

自 動制御 設備（ 9 番街 区共監 視）

② 工事請 負者

   朝日 ・古賀 ・津 福特定 建設 工事共 同企業 体

   代表 となる 施工 者

株 式会 社朝日 工業社

       特定 建設業 国 土交通 大臣許 可 第 002822 号

    現 場代理 人： 若松 秀一 （朝 日工業 社）

    監 理技術 者： 富重 浩介 （朝 日工業 社）

③ 請負金 額

  1,733,550,000 円（ 税込） 落 札率 99.911％

2)機械 設備工 事（ 9 番街区 ）

① 設備 概要

給 水設備 （直結 増圧 及び直 圧給 水、雨 水利用 ）

排 水設備 （自然 流下 及び圧 送、 ガソリ ントラ ップ ）

給 湯設備 （個別 式、 熱源は 電気 ）

消 火設備 （泡消 火、 スプリ ンク ラー、 屋内消 火栓 、消火 器、
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      連結 送水 ）

換 気設備 （中央 式及 び個別 式）

空 調設備 （パッ ケー ジ空調 機）

機 械排煙 設備

自 動制御 設備（ 8・ 9 番街 区共 監視）

② 工事請 負者

   菱和 ・三陽 ・吉 川特定 建設 工事共 同企業 体

   代表 となる 施工 者

    株 式会社 テク ノ菱和

        特定 建設業 国 土交通 大臣許 可 第 003101 号

    現 場代理 人： 中野 鉄也 （テ クノ菱 和）

    監 理技術 者： 井上 辰男 （テ クノ菱 和）

③ 請負 金額

  381,150,000 円（税 込） 落札 率 99.968％

3)電気 設備工 事（ 8 番街区 ）

① 設備 概要

受 変電設 備（ 9 番街区 より高 圧配 電）

直 流電源 設備（ 非常 照明・ VCB 他 操作電 源）

高 圧幹線 設備（ 3 階電 気室 1 か ら 5･6 階 電気 室へ）

電 灯設備 （幹線 、分 電盤、 分岐 配線、 照明器 具、 照明制 御）

コ ンセン ト設備 （分 岐配線 、配 線器具 ）

非 常用照 明設備 ・誘 導灯設 備（ 基準法 ・消防 法）

動 力設備 （幹線 、動 力盤、 分岐 配線）

電 話設備 ･構 内交 換設備（交換 機 ､端子 盤､電話 機､PHS アン テナ ）

情 報配線 網設備 （ LAN、 ネット ワー ク機器 、収 納ラッ ク）

拡 声設備 （一般 ･非常放 送兼用 アン プ架 ､ｽﾋﾟｰｶｰ､ｱｯﾃﾈｰﾀｰ）

電 気時計 設備（ 親時 計、子 時計 ）

テ レビ共 聴設備 （地 デジア ンテ ナ、増 幅器、 直列 ユニッ ト）

イ ンター ホン設 備（ 親機、 子機 ）

ト イレ呼 出表示 設備 （多目 的ト イレ、 更衣室 ）

誘 導支援 設備（ 視覚 障害者 支援 用音声 案内装 置）
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防 犯カメ ラ設備 （館 内監視 用 IP カ メラ、 モニ ターシ ステム ）

入 退出管 理設備 （パ ニック オー プン対 応電気 錠制 御）

防 犯配管 設備（ 別途 委託の 機械 警備用 空配管 ）

火 災報知 設備・ 防排煙 連動制 御設 備（感知 器 ､防火 戸閉鎖 装置 ）

総 合操作 盤設備 （防 災総合 操作 盤）

デ ジタル サイネ ージ 設備（ 催事 案内、 告知用 映像 配信）

避 雷設備 （避雷 導体 ）

駐 車場管 制設備 （ ｹﾞｰﾄ､精算機 ､ｶﾒﾗ､ﾗﾝﾌﾟ､ﾙｰﾌﾟｺｲﾙ､表 示灯）

② 工事請 負者

   九電 工・川 浪電 気工事 ・西 部電業 特定建 設工 事共同 企業 体

   代表 となる 施工 者

    株 式会社 九電 工

        特定 建設業 国 土交通 大臣許 可 第 001659 号

    現 場代理 人： 高田 晋（ 九電 工）

    監 理技術 者： 江崎 涼治 （九 電工）

③ 請負金 額

  1,128,225,000 円（ 税込） 落 札率 99.958％

4)電気 設備工 事（ 9 番街区 ）

① 設備 概要

受 変電設 備（高 圧地 中引込 ）

直 流電 源設備 （非常 照明 ・VCB 他 操作 電源）

非 常用 発電設 備（防 災負荷 ･保 安負 荷兼用、8 番街 区負荷 も対応 ）

高 圧幹 線設備 （ 8 番 街区へ の高圧 送電 ）

電 灯設 備（幹 線、分 電盤 、分岐 配線 、照明 器具、 照明 制御）

コ ンセ ント設 備（分 岐配 線、配 線器 具）

非 常用 照明設 備・誘 導灯 設備（ 基準 法・消 防法）

動 力設 備（幹 線、動 力盤 、分岐 配線 ）

電 話設 備･構内交 換設 備（端 子盤 ､電 話機 ､PHS ア ンテ ナ）

情 報配 線網設 備（ LAN､ﾈｯﾄﾜｰｸ機 器､収納 ﾗｯｸ､WiFi ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ）

拡 声設 備（一 般･非常 放送兼 用ｽﾋﾟｰｶｰ､ｱｯﾃﾈｰﾀｰ）

電 気時 計設備 （子時 計）
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テ レビ 共聴設 備（地 デジ アンテ ナ、 増幅器 、直列 ユニ ット）

イ ンタ ーホン 設備（ 親機 、子機 ）

ト イレ 呼出表 示設備 （多 目的ト イレ 、授乳 室）

誘 導支 援設備 （視覚 障害 者支援 用音 声案内 装置）

防 犯カ メラ設 備（館 内監 視用 IP カ メラ ）

入 退出 管理設 備（パ ニッ クオー プン 対応電 気錠制 御）

防 犯配 管設備 （別途 委託 の機械 警備 用空配 管）

火 災報 知設備・ 防排 煙連動 制御設 備（感 知器 ､防 火戸閉 鎖装置 ）

デ ジタ ルサイ ネージ 設備 （催事 案内 、告知 用映像 配信 ）

映 像音 響設備 （スク リー ン、映 像機 器）

舞 台音 響設備 （ｽﾋﾟｰｶｰ､ｺﾈｸﾀ盤、音 響ワ ゴン、 音響 機器架 ）

舞 台照 明設備 （持込 電源 盤､ｺﾝｾﾝﾄ類 、ﾈｯﾄﾜｰｸｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ）

避 雷設 備（避 雷導体 ）

駐 車場 管制設 備（ ｹﾞｰﾄ､発券 ･精 算機 ､ｶﾒﾗ､ﾗﾝﾌﾟ､ｺｲﾙ､表 示灯）

② 工事 請負者

   新生 ・久富 ・西 日本電 気特 定建設 工事共 同企 業体

   代表 となる 施工 者

    新 生テク ノス 株式会 社

       特定 建設業 国 土交通 大臣許 可 第 003186 号

    現 場代理 人： 西山 節夫 （新 生テク ノス ）

    監 理技術 者： 西山 節夫 （新 生テク ノス ）

③ 請負金 額

749,700,000 円 （税 込） 落札 率 99.949％

第 三章 所  見

１ ． 総 合的 所見

調 査を 実施し た範囲 にお いて 、本 施設の 機械 設備 、電気 設備 に関し て

は 、設計 ・施 工 ・監理 ・監督そ れぞれ の領 域にお いて 、各 受託 者・各担

当 者が 十分に 職責を 果た すこと が出 来てい ること が確 認でき まし た。特
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に 、工期や 工区 の制約 が厳し い中 で完成 を果 たした 施工者 、事業内 容を

詳 細 に 把 握し 主 体 的に 関 わっ て こ られ た 監 督職 員 のご 尽 力 が良 く わか

り まし た。今 後、適 切な 維持保 全を行 うと ともに 、最 適な運 転管理 を目

指 して 運用し ていた だき たいと 思い ます。

２ ． 個 別的 所見

(1) 計画

太 陽熱 利用、地熱利 用、雨 水再 利用な ど、環 境負 荷低減 のため の設 備

的 措置 を盛り 込んだ 計画 となっ てい ました。施設 の性格 上必 要とな る防

音・防振に 関する 配慮 もなさ れて いまし た。施設 稼働状 況に 応じて 受水

槽 の貯 水量を 変えて 滞留 水によ る水 質悪化 を避け るな ど、日 によっ て利

用 者数 が大き く変わ る施 設にふ さわ しい計 画が行 われ ていま す。

(2) 設計

設 計業 務の発 注には 、建築一 括で 委託す る場 合と 、建築 設計 と設備 設

計 とを 分離発 注する 場合 とがあ りま すが、本事業 にお いては ホール とい

う 特殊 施設で あり 、高 度な専 門的 ノウハ ウが 必要で あるこ とか ら、一括

発 注を 採用し ていま した 。代表 設計者 であ る有限 会社 香山壽 夫建築 研究

所 には ホール 建築の 実績 が多数 あり ます。それら の際 のパー トナー とし

て 日常 的に繋 がりの ある 設備設 計事 務所（ 株式会 社環 境エン ジニア リン

グ ）に 再委託 してい まし た。

市 内に 設備設 計事務 所が 少ない こと や、高 度な専 門性を 必要 とする こ

と から 、今 回の 設備設 計に市 内事 務所の 関与 はあり ません でし た。学校

や 市営 住宅な ど特殊 性の 少ない 施設 の設計 業務に つい ては、建築設 計と

設 備設 計との 分離発 注を 図って いる と説明 があり まし た。案 件の事 情に

応 じて 適切に 発注判 断を されて いる と判断 いたし まし た。設 備設計 に関

し ては、イン フラ等 地元 の事情 に精通 した 事務所 が関 わるメ リット もあ

る ため、市内 企業グ ルー プに設 備設計 事務 所の参 加を 条件と して入 れる

な ど、 今後に 向けて 工夫 の余地 はあ るもの と考え ます 。

設 計に 関する 技術計 算書 類の一 部（熱 負荷 計算書 、消 音計算 書、配 管
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口 径算 定書、膨張タ ンク 容量算 定計 算書、換気風 量計 算書、ダクト 抵抗

計 算書 、アン カーボ ルト 計算書 、受電 容量 計算書 ）に ついて 内容を 確認

い たし ました 。仔細 にわ たり良 く整 備され ていま した 。

基 本設 計段階 におい て は CASBEE（建 築環境 総合 性能評 価シス テム）に

よ る評 価を行 ってい まし たが、実施設 計段 階では 評価 を実施 してい ませ

ん でし た。温室 効果ガ ス 40％以 上削減 、CASBE に おけ る S ラ ンク評 価な

ど 、実施設 計業 務にお ける達 成計 画が示 され ている 以上 、実 施する こと

が 望ま しかっ たと考 えま す。施 設が完 成し 納入機 器類 の仕様 が確定 して

い る現 時点で 改めて 評価 すると とも に、運 用段階 にお ける環 境性能 評価

に つい ても考 慮いた だけ ればと 思い ます。

今 回、設 計者 選定プ ロポー ザル におい て様 々な提 案が行 われ ていま し

た が 、実際 の設 計にど の程度 反映 され実 現し たのか 、評価し たもの は無

い との 回答で した 。提 案事項 を評 価して 設計 者を選 定した 以上 、そ の結

果 につ いて検 証し公 表す ること は必 要であ ると考 えま す。今 後の事 業に

お いて ご検討 下さい 。特 に、ラ ンニン グコ スト、環境 性能な ど数値 的に

検 証で きるも のにつ いて は、今 後の施 設運 用実績 と比 較して 評価す るこ

と が重 要であ ると考 えま す。

(3) 積算

積 算に 際し、汎用資 材で はない もの（ 設備 システ ムや機 器類 など）に

つ い て は メー カ ーか ら の 見積 を 徴 収し た 上で 積 算 価格 を 決定 す る こと

と して います 。設 計業 務の委 託仕 様書で は、見積 は一 律 3 社 から徴 収す

る こと が指定 されて いま すが、資機材 によっ ては 国内に 多く のメー カー

が 存在 する もの 、メ ーカ ーに よっ て詳 細仕 様が 若干 異な るも のな ど、 3

社 比較 だけで 十分と は言 えない もの も存在 します 。ある 程度 高額な もの

に つい ては、 5 社ま たはそ れ以 上の見 積を徴 収す ること もご 検討い ただ

け れば と思い ます。

(4) 入札 ・契約

基 本設 計・実施設 計業 務受託 者の 選定に は、公募 型プロ ポー ザルを 実
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施 しま した 。選定 方式と して は、設計競 技（ コンペ ）に より 設計案 を求

め る方 法もあ ります が、高 い技 術力や 豊富な 経験 を必要 とす るホー ル建

築 であ ること、建設 地周辺 の様 々な課 題解決 や地 元要望 の取 り込み など

を 要す る事 業で ある こと から 、「設 計案 」で はな く「 設計 者」 を選 ぶプ

ロ ポー ザル方 式が適 切で あった と考 えます 。た だし 、提 出さ れた技 術提

案 書に は平面 図、断 面図、パー スに類 した 表現が 多くな って おり、本来

的 な プ ロ ポー ザ ル とは 少 々趣 の 異 なっ た もの で あ った こ と は否 め ませ

ん 。

設 計者 選定委 員会の 委員 として 、建築 計画 、デザ イン、コミ ュニケ ー

シ ョン、景観 、環境 設備に 関す る分野 の専 門家が 選任さ れて おり、バラ

ン スの 取れた 評価が 行わ れたの では ないか と思い ます 。

代 表企 業と市 内企業 グル ープを それ ぞれ評 価し、組み合 わせ て特定 設

計 業務 共同企 業体を 構成 するこ とと してい ました 。市内企 業が 、高 い技

術 力を 持つ代 表企業 と協 業する こと により、技術 の吸収 と向 上を図 るこ

と がで きる良 い取り 組み である と考 えます 。

今 回 選 定 され た 市 内企 業 グ ルー プ の構 成 員 は建 築 設 計の 事 務 所に 限

ら れて いまし た。設備 設計の 事務 所も加 わって いれ ば、尚一 層目的 に適

っ た形 となっ たので はな いかと 思い ます。

工 事 施 工 者は 総 合 評価 方 式 の条 件 付一 般 競 争入 札 に より 選 定 され ま

し た。評 価の 基準、項目、配点 につい ては決 して 固定さ れる べきも ので

は なく、社会情 勢や 時代の 要請 に応じ て変遷 して いく性 質の もので すの

で 、今回の 結果を 踏ま えて 、よ り適切 な評価 を目 指して いた だきた いと

思 いま す。

8 番 街区、 9 番街 区の機 械・電 気設 備工事 は、 それぞ れ 1 者 応札で し

た 。全国 的な 工事量 の増 大、資 機材の 高騰、建設 作業員 の不 足など のた

め 、各地で 応札者 無し 、予 定金 額超過 による 入札 不調な どの 事例が 相次

い でい ます 。今 後、震災 復興や オリン ピッ ク需要 、ベテラ ン職 員の引 退、

若 年層 の減少 などに より 、更 に状 況が悪 化して いく 懸念が あり ます 。適

切 な工 事価格 、条件 、工期 等の 設定に より、公平 公正か つ競 争性が 確保

さ れた 入札を 、今後 も模 索いた だき たいと 思いま す。
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(5) 施工

8 番 街区 と 9 番街区 は、別 工事 として 発注 されて いまし たが 、空調 ・

衛 生・電気 設備 のそれ ぞれに おい てお互 いに 密接に 関係し てお り、調整

等 の苦 労が絶 えなか った ことが 窺え ました 。更に 、9 番街区 が先に 竣工

を 迎え るため 、受電 や試 運転調 整等の ため に 8 番 街区 部分で 対応が 必要

と なる 部分（ 弱電関 係の 親機が すべ て 8 番 街区に ある など）があり 、困

難 の度 合いが 増して いま した。

建 築躯 体工事 の進捗 に合 わせて 進め る関係 上、設 備工事 側の 予定通 り

進 めら れない 部分が 多数 ある中 、ポン プ及 び周囲 の配 管を工 場でプ レハ

ブ 化し て搬入 するな ど 、短期 間・省労 力で 実施す る工 夫が各 所で採 用さ

れ てい ました 。いろ いろ な制約 を乗り 越え て施設 完成 に至っ た各施 工者

の 現場 代理人・監理 技術 者の方 々の問 題解 決能力 は賞 賛に値 するも のと

思 いま す。

施 工計 画書、施工図 、安 全関係 書類、作業 員の入 退場管 理状 況につ い

て 、膨大な 分量 である ため 、中 身につ いて はごく 一部 抜粋で 調査し たに

過 ぎま せんが 、調査 した 範囲に おい て、大 変良く 整備 されて いま した 。

各 承諾 図は、現場状 況に基 づき 施工者 によ り計算 書をチ ェッ クした 後

に 、監 理者に よる再 チェ ックを 経て 提出さ れてい まし た。得 てして「設

計 図通 り」と 称して 何ら の再チ ェック が行 われな い現 場も散 見され る中 、

良 い管 理・監 理がな され ている こと が窺え ました 。

ホ ー ルと いう 施設 の性 質上 、設 備の 設置 にお ける 防音 ･防 振に は特 に

注 意が 必要で すが 、設 備機器 類の 設置や 配管・ダ クト 類の遮 音区画 貫通

箇 所に おける 措置に つい て、ヤ マハサ ウン ドシス テム 株式会 社の専 門的

助 言を 得て施 工を進 めて いまし た。

コ ンセ ントの 回路番 号を 表示す る、機 器類 の銘板 を見や すく 設置す る

な ど、今 後の メンテ ナン スや改 修がや りや すいよ うな 工夫が 随所に 見ら

れ まし た。

大 ホー ル部分 の完成 後、弦 楽合 奏やオ ーケ ストラ による 試奏 会を実 施

し 、設 備の稼 働や音 響の 状況を 測定 する機 会を設 けて いまし た。

設 計・工事 とも に、竣工 後 1 年 及び 2 年の 検査が 契約に 含ま れてい ま

す 。形式的 な行 事とし てでは なく 、大 規模 施設に おけ る初期 稼働状 況を

確 認す る良い 機会と して 用いて いた だきた いと思 いま す。
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(6) 工事 監理

建 築担 当の監 理者が 常駐 監理を 行っ ていま した。設備担 当者は 月 1 回

ほ ど定 例打合 せに参 加す るとと もに、日常的 には メール 等に よるや り取

り によ って書 類監理 を行 ってい まし た。福岡市 内の 協力者 も配 置し 、現

場 対応 を行っ ていま した。全体 の工期 が厳し い中 で緊急 の判 断を要 する

事 項も あり 、市の 監督 職員が 対応 する場 面もあ った とのこ とで した 。設

備 工事 に関し ては、工事監 理受 託者と 市監督 員と の分担 が必 ずしも 明確

で はな かった 部分が あっ たよう です 。工 事監理 担当 者には 、刻々と 変化

し てい く現場 の状況 に、リ アル タイム に対応 する ように 求め ること も必

要 と考 えられ ます。

調 査日 当日は 、機 械設 備、電気設 備担 当の工 事監 理者の 出席が あり ま

せ んで したの で、現 場の把 握程 度につ いては ヒア リング して おりま せん 。

工 事 監 理 業務 は 一 般の 方 々 には 何 をし て い るの か わ かり に く い面 が

あ りま す。多額の 人件 費を支 出す る根拠 として 、成果品 であ る監理 報告

書 等は 、工事 関係書 類と ととも に保 管する ように して 下さい 。

(7) 工事 監督

設 計・工事 関係書 類や 現場の 状況 につい て、市監 督職員 の方々 にい ろ

い ろと お尋ね しまし たが 、そ れぞ れの内 容につ いて 、大 変詳 しく把 握し

て おら れる様 子がわ かり ました 。自治 体に よって は、施 工者・監理 者に

す べて を委ね てしま って いる例 もあ ります が、久 留米市 の方 々のよ うに

直 接的 に関わ り内容 を熟 知して おく ことは、大変 望まし いこ とと考 えま

す 。

(8) 保守 ・メン テナ ンス

今 回設 置され た機器・資 材に関 して は、カ タログ 等を 揃える とと もに 、

す べて の書類 を電子 デー タ化（ 別途業 務発 注）し 、今後 の保 守に役 立て

る 計画 となっ ていま した 。ま た 、すべ ての図 面と 施工関 係書 類をシ ティ

プ ラザ 施設内 の１室 にま とめて 保管 するこ ととし てお り、大 変好ま しい

こ とと 思いま す。今 後も 各所に 散逸 するこ とのな いよ う、配 慮下 さい 。

100 年間 の使用 を意 図して いる本 施設 が適切 に維 持保全 される ため に、

今 後の 改修工 事や修 繕 、メン テナ ンスが 行われ る際 にも 、新 築時と 同等
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の 資料 を作成・保 存し 、常 に施 設の現 況が把 握で きるよ うに アップ デー

ト を続 けてい ただき たい と思い ます 。

施 設稼 働後の エネル ギー 管理業 務に ついて は、施 設管理 と一括 で委 託

さ れて いまし た。環 境性 能につ いては 、運 用段階 におい ても 確認し 、快

適 な室 内環境 と省資 源・省 エネ ルギー とを両 立さ せるよ うな 運転管 理に

努 めて いただ きたい と思 います 。作成 されて いる 長期修 繕計 画やラ ンニ

ン グコ スト一 覧表と 、実際 の施 設運用 とを比 較検 証して いく ことも 重要

と 考え ます 。当初 計画 と目論 見が 大きく 異なっ た際 に、設計 監理者 と施

工 者 、運営 者のど こに 責任が あり 、ど のよう に対 処して いく 必要が ある

の か、 あらか じめ検 討し ておく こと も必要 かと思 いま す。

調 査日 時点で 、屋 外設 備機器 架台 の一部 に発錆 が見 られる など 、既 に

劣 化が 始ま って いる 状態 でし た。 計画 的・ 定期 的な 点検 する とと もに 、

劣 化程 度が小 さいう ちに 錆落と し・塗装 のタッ チア ップを する など 、維

持 管理 契約の 中で最 大限 取り組 んで いただ きたい と思 います 。

(9) その 他の事 項

① 設計 図書に おける 設計 者の記 名押 印につ いて

設 計 業務 の委 託仕 様書 にお いて 、「 設計 成果 図面 の受 託事 務所 （請 負

業 者 ）名称 は、工事 タイト ル（表紙 ）の みの 表示と する こと 」との 記載

が あり ました 。建築 士法 第 20 条第 1 項に おいて 、設 計図に は設計 者で

あ る一 級建築 士の表 示・ 記名・ 押印が 義務 付けら れて います 。今回 の規

模 の建 築物で は更に 、同 第 20 条の 3 の規 定によ り、 設備設 計一級 建築

士 の 関与 が義 務付 けら れて いま す。 関与 の方 法（ 自ら 設計 を行 った か、

法 適合 確認を 実施し たか ）によ って 表示・ 記名・ 押印 の方法 が異な りま

す 。委託仕 様書 の指定 は 、工事 入札公 告の 際に工 事業 者が設 計者に コン

タ クト を取る ことが 無い ように する ための 措置と 考え られま すが、本来

的 に はす べて の設 計図 書に 記名 ・押 印す るこ とが 必要 と考 えら れま す。

公 告時 の公表 図面の み設 計者欄 を非 表示に するな ど、対処手 段はあ るも

の と思 います ので、 建築 士法と の齟 齬が生 じない よう に留意 下さ い。
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② 設備 担当職 員の資 質向 上措置 につ いて

久 留米 市の設 備（ 機械設 備・電気 設備 ）担当 職員 の方に 、関 連技術 資

格 の取 得状況 をお尋 ねし たとこ ろ、あ まり 多くな いと の回答 をいた だき

ま した 。民間 企業 の技術 職員は 、法 的に 義務付 けられ てい る資格 のほ か、

プ ロ ポ ー ザル や 総 合評 価 の評 価 点 アッ プ に 繋が る 資格 取 得 を強 く 求め

ら れて いると ころで す 。日々 の業 務に忙 殺さ れてい る 、学習 時間を 取れ

な い、受験費 用が高 い、資格手 当制度 がな いなど 、取 得に積 極的に なれ

な い理 由は多 々ある こと と思い ます が、一技 術者と して 、民 間の技 術者

と 対等 の立場 で対峙 でき るよう 研鑽 に励む ことも 必要 です。日常的 に部

署 内で の研鑽 は行わ れて いるこ とと 思いま すが、その 成果の 一つと して 、

資 格取 得も位 置づけ てい ただけ れば と思い ます。上の 立場に ある方 々か

ら 率先 して取 り組む 姿勢 を示し てい ただく ことで 、市 の施設 整備行 政に

も 良い 影響が 生じて くる ものと 思い ます 。将 来的に は 、現場 代理人 の経

歴 書提 出を求 めるの と同 様に、監督職 員の 経歴書 を受 託者に 提示で きる

と 良い のでは ないで しょ うか。

今 回建 設した シティ プラ ザには 多種 多様な 設備が 設置 されて おり、建

築 設備 にかか わる市 技術 職員の 良い 研修材 料にも なり ます。そうい う面

で も有 効に活 用いた だけ ればと 思い ます。
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あ とが き

今 回の 調査対 象は久 留米 シティ プラ ザとい う大規 模施 設でし たが、事

前 に多 くの資 料をお 送り いただ いた ため、当日の 限ら れた時 間を有 効に

活 用す ること が出来 まし た。監査 委員の 方々 におか れまし ても 、ご 多用

中 にも かかわ らず当 日の 調査に ご同 席・ご同 行を賜 り 、主体 的に関 与い

た だい たこと につい て大 変あり がた く感謝 申し上 げま す。

ま た当 日は 、書 類の内 容や現 場の 状況に つい て、各ご担 当者 から丁 寧

に ご説 明いた だき 、大変 良く理 解す ること がで きまし た。調査日 以降 も、

追 加 の質 疑に ご対 応い ただ きま した 。監 査委 員事 務局 の皆 様を はじ め、

関 連部 局の皆 様の多 大な るご協 力に 、厚く 御礼申 し上 げます 。

本 報 告書 が、 久留 米市 の諸 事業 推進 のた めの 一助 とな りま すな らば 、

幸 甚に 存じま す。


